
随意契約締結状況

契約担当部門課の名称
及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約によることとした理由
その他必要な
事項（備考）

南館空冷ヒートポンプチラー修理工事 一式
和歌山市小松原通四丁目20番地
日本赤十字社和歌山医療センター

経理部　　用度課
令和4年12月5日

和歌山市美園町３丁目32番1号
関電ファシリティーズ株式会社
和歌山営業所
所長　長嶒　謙一

1,078,000 円

当該契約は日本赤十字社会計施行細則35条（１）の予定
価格が250万円を超えない工事に該当する事から少額によ
る随意契約に該当するため。（日本赤十字社会計規則第
36条第5項）

本館昇降機（エスカレーター）機能維持修理 一式
和歌山市小松原通四丁目20番地
日本赤十字社和歌山医療センター

経理部　　用度課
令和4年12月8日

大阪市北区天神橋１丁目８番３０号
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
関西支社
執行役員関西支社長　向山　達也

2,805,000 円

契約業者は当該機器の納入業者であり、当該保守に必要
な技術・能力を有するのは契約業者のみであることから、契
約の性質上又は目的が競争を許さない場合に該当するた
め
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

本館昇降機（エレベーター）機能維持修理 一式
和歌山市小松原通四丁目20番地
日本赤十字社和歌山医療センター

経理部　　用度課
令和4年12月8日

大阪市北区天神橋１丁目８番３０号
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
関西支社
執行役員関西支社長　向山　達也

5,126,000 円

契約業者は当該機器の納入業者であり、当該保守に必要
な技術・能力を有するのは契約業者のみであることから、契
約の性質上又は目的が競争を許さない場合に該当するた
め
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

仮想化基盤ハードウェア更新 一式
和歌山市小松原通四丁目20番地
日本赤十字社和歌山医療センター

経理部　　用度課
令和4年12月2日

大阪市淀川区宮原三丁目５番３６号
ネットワンシステムズ株式会社
関西支社

51,000,000 円

契約業者は、仮想基盤上で稼働する４１システム、１１７台のサー
バーを無停止で移行でき、ネットワーク機器やバックアップ装置等
の構築作業を完遂できる唯一の業者である為、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

放射線治療装置測定機PROFILERⅡ修理工事につい
て

一式
和歌山市小松原通四丁目20番地
日本赤十字社和歌山医療センター

経理部　　用度課
令和4年12月12日

和歌山市築港６丁目９番地10
セイコーメディカル株式会社

1,820,000 円

契約業者は当該機器の納入業者であり、当該保守に必要な技術・
能力を有するのは契約業者のみであることから、契約の性質上又
は目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

超音波診断装置（TUS-A400）プローブPLT-1005BT修理につ
いて

一式
和歌山市小松原通四丁目20番地
日本赤十字社和歌山医療センター

経理部　　用度課
令和4年12月15日

和歌山県和歌山市福町37番地
キャノンメディカルシステムズ
和歌山支店

1,565,000 円

契約業者は当該機器の納入業者であり、当該保守に必要な技術・
能力を有するのは契約業者のみであることから、契約の性質上又
は目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

超音波診断装置（TUS-A400）プローブPVT-382BT修
理について

一式
和歌山市小松原通四丁目20番地
日本赤十字社和歌山医療センター

経理部　　用度課
令和4年12月15日

和歌山県和歌山市福町37番地
キャノンメディカルシステムズ
和歌山支店

1,050,000 円

契約業者は当該機器の納入業者であり、当該保守に必要な技術・
能力を有するのは契約業者のみであることから、契約の性質上又
は目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

超音波診断装置（TUS-AI900／JJ）経食道プローブ
PET-512MD修理について

一式
和歌山市小松原通四丁目20番地
日本赤十字社和歌山医療センター

経理部　　用度課
令和4年12月15日

和歌山県和歌山市福町37番地
キャノンメディカルシステムズ
和歌山支店

1,300,000 円

契約業者は当該機器の納入業者であり、当該保守に必要な技術・
能力を有するのは契約業者のみであることから、契約の性質上又
は目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）
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契約に係る
契約金額
（税別）
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Force ACSYS システム改修（ベッドマップ改修） 一式
和歌山市小松原通四丁目20番地
日本赤十字社和歌山医療センター

経理部　　用度課
令和4年12月28日

神戸市中央区楠町５丁目４ー８
宮野医療器株式会社 1,390,000 円

契約業者は、ACSYSシステムメーカーであるフィリップスジャパン唯
一の代理店業者である為、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）


